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第１ はじめに  

１ 健康危機対処計画の策定に当たって 

地方衛生研究所については、地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）第４条に基づく

「地域保健に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第 374 号）（以下、「地域保健

法に基づく基本指針」という。）において、地域における科学的かつ技術的に中核となる

機関とされ、「地方衛生研究所の機能強化について」（平成９年３月１４日付け厚生省発

健政第 26 号厚生事務次官通知）において、設置要綱が示され、これまで、地域保健対

策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、関係行政機関等と緊密な連

携の下に、調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行

ってきたところである。 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与

えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」（令和４年法律第 96 号）によ

り、地域保健法が改正され、保健所を設置する地方公共団体（以下、「保健所設置自治体」

という。）は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であ

って、専門的な知識及び技術を必要とするもの等の業務を行うため、地方衛生研究所の

体制整備を含めた必要な体制の整備、他の地方公共団体との連携の確保等の必要な措置

を講ずるものとされた（令和５年４月１日施行）。 

地域保健法に基づく基本指針においても、地域保健に関する調査及び研究並びに試験

及び検査等についての基本的な考え方、これらの業務を実施するための体制整備のあり

方、これらの業務の主たる役割を担う地方衛生研究所の機能強化のあり方などが示され

た（令和５年４月１日適用）。 

また、これらを踏まえ、「地方衛生研究所等の整備における留意事項」（令和５年３月

２９日付け健発 0329 第 10 号厚生労働省健康局長通知）において、地方衛生研究所の体

制整備・連携確保のあり方や運営に係る留意事項等が示された。 

さらに、今般、「国立健康危機管理研究機構法」（令和５年法律第 46 号）及び「国立 

健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」（令和５年法律第 

47 号）により、地域保健法第 26 条に規定する地域における専門的な調査研究・試験検 

査等の業務を行う機関を「地方衛生研究所等」と定義づけた上で、国立健康危機管理研 

究機構（以下、「機構」という。）と地方衛生研究所等との連携を強化し、全国の検査・ 

サーベイランス体制の強化や地方衛生研究所等の職員の資質向上等を図るため、機構 の

業務として、国際的な知見や全国的な感染状況等の提供や、地方衛生研究所等の職員 に

対する検査技術の向上を図るための研修や技術支援等を行うこととするとともに、地方

衛生研究所等に対し、機構が実施する検査結果や感染情報などの情報収集への協力義務

や、機構が実施する研修等を職員に受講させる努力義務を課すこととされたところであ

る。 

これらに基づき、保健所設置自治体等においては、地方衛生研究所の機能強化が図ら

れるよう必要な体制整備等が求められることとなった。 

 北九州市保健環境研究所（以下、「保健環境研究所」という。）においても、こうした

国の動向や新型コロナウイルス対応での課題等を踏まえ、期待される機能等が発揮でき
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るように体制整備等に努める。その一環として、健康危機対処計画を策定することは重

要な役割を担うものと考えている。 

 

２ 健康危機対処計画とは 

（１） 健康危機対処計画の位置付け等 

ア 健康危機対処計画策定の背景・目的について 

地域保健法に基づく基本指針（令和５年４月適用）において、「地方衛生研究所

は、平時から健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、都道府県単位の広域的

な健康危機管理の対応について定めた手引書や政令市及び特別区における区域全

体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、感染症法に基づく予防計画、

特措法に基づく都道府県行動計画及び市町村行動計画等を踏まえ、健康危機対処計

画を策定すること」とされた。 

 

イ 健康危機対処計画と感染症法に基づく予防計画との関係性について 

健康危機にしっかりと対応できる地方衛生研究所（北九州市保健環境研究所。以

下、「保健環境研究所」という。）体制を構築するためには、保健所設置自治体の本

庁（以下、単に「本庁」という。）において、保健環境研究所の実情を踏まえた計

画的な人員体制や施設・設備の整備等のための人と予算の確保を行うとともに、保

健環境研究所において、有事の際に即時に対応できる体制の整備が必要である。 

これらを担保するため、新型コロナウイルス感染症対応の実績等を参考に、本庁

においては、保健環境研究所における実態を踏まえた人員体制や施設・設備の整備

等を内容とする予防計画を定め、保健環境研究所においては、感染症危機発生時に

速やかな有事体制の移行（発生段階に応じた増員、受援体制等）や業務の絞り込み

等を内容とする北九州市保健環境研究所健康危機対処計画（感染症）（以下、「健康

危機対処計画」という。）を策定した。  

 

（２） 健康危機対処計画の見直し等について 

保健環境研究所は、策定した健康危機対処計画に基づき、平時から感染症危機に備

えた体制整備等を行い、有事には感染症の発生のまん延の防止を図るものとする。 

健康危機対処計画については、新規であることから特段計画期間を定めないこと

とする。平時からの体制整備や今後の感染症危機の対応も踏まえながら、必要に応じ

て、適宜、見直しを行うものとする。 
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第２ 平時における準備 

次の感染症危機に備え、保健環境研究所は、広域的な感染症のまん延の際、民間検査

体制が十分に整うまでの間の必要な検査を実施するとともに、国立感染症研究所との連

携や他の地方衛生研究所とのネットワークを活用して、国内の新たな感染症に係る知見

の収集、国立感染症研究所への地域の状況等の情報提供、地域の変異株の状況の分析及

び本庁や保健所等への情報提供などを通じサーベイランス機能を発揮することが求めら

れる。感染症危機の発生段階における詳細な役割は後述するが、感染症危機発生時にお

ける保健環境研究所の主な役割は以下のとおりである。 

 

① 検査 

迅速に検査体制を構築（感染症法に基づく厚生労働大臣による新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表後１ヵ月以内に少なくとも新型コロナウイルス感染症

対応で確保した最大検査能力、検査能力に見合った検査設備（PCR検査等）を整備）し、

検査を実施する。 

 

② サーベイランス 

感染症サーベイランスシステムや国立感染症研究所のゲノムサーベイランスシステ

ム、GISAID 等による情報収集の仕組みを機能させ、サーベイランスの情報を速やかに

収集・分析する。 

 

③ 情報提供 

サーベイランス等で得られた情報を集約・解析し、本庁や保健所に情報を提供する

とともに、ホームページ等を通じて市民に情報提供を行う。 

 

保健環境研究所においては、これらの役割を果たせるよう、新型コロナウイルス感染

症の対応により生じた課題や感染症法に基づく予防計画で定める数値目標等を踏まえな

がら体制整備や人材育成、関係機関の連携強化等に平時から計画的に取組むこととする。 

 

１ 有事を想定した保健環境研究所の所内体制づくり 

次の感染症危機に備え、平時から保健環境研究所の所内（以下、単に「所内」という。）

で有事体制と併せ、指揮命令系統の構築を検討する。 

基本的には、保健環境研究所長が所内の危機管理責任者として、後述の役割を果たす

とともに、事態が長期化する可能性も見据え、実情に応じて、所長とは別に危機管理責

任者として保健環境研究所次長を置き、所長に代わり対応することもあり得る。その場

合は、所長と緊密に連携を図ることが重要である。 

また、有事を想定した所内体制については、本庁や保健所等の関係機関とも共有しつ

つ、役割の確認を行うことが重要である。 

  

（１） 有事における保健環境研究所長の役割 

保健環境研究所長については、感染症対応における科学的かつ技術的に中核とな
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る機関の長であり、所内において感染症危機管理の総括に努めるとともに対応方針

を決定する役割を担う。 

このため、有事体制の検討に当たっては、保健環境研究所長の有事における役割に

ついても平時から整理することが重要である。 

 

 【有事における保健環境研究所長の役割】 

 ・ 国立感染症研究所や本庁、保健所等の関係機関との所長レベルで調整が必要な事

項の対応 

 ・ 所内の全体の対応方針決定 

 ・ 所内の人員確保の必要が生じた場合の本庁等への応援派遣要請 

 ・ 科学的かつ技術的な情報に関するマスコミ対応 等 

 

また、保健環境研究所長には、平時から国立感染症研究所や本庁、保健所、民間検

査機関等（大学や病院等を含む。）の関係機関の長と連携を構築することが求められ

るため、所内の有事体制についても業務や担当ごとに責任者を置き、責任の所在を明

確にするとともに、所長が不在の場合も想定し、所長に代わり役割を果たす者として

次長を任命する。 

 

（２） 有事体制への移行 

有事において、保健環境研究所長には、感染症危機の判断基準に応じて、速やかに

所内の体制を有事体制へ切替え、指揮命令系統を確定することが求められる。 

このため、保健環境研究所長が情報を迅速に伝達する体制、保健環境研究所長に必

要な情報が集約される体制を構築するため、指揮命令系統を平時から整備すること

が必要である。併せて、感染症危機時に開催される会議を整理し、所内だけでなく本

庁や保健所、関係機関との連絡体制についても整備する。 

 

 

【図１ 感染症危機発生時における保健環境研究所の指揮命令系統】 
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【表１ 感染症危機発生時の役割分担】 

職 名 役 割 

所長 所内危機管理責任者、所外との調整 

保健衛生

部門・管理

係 

次長 所内危機管理副責任者、所外との調整、部門・管理係の統括 

試験・研究担当係長 

（ウイルス/細菌） 

検査実施の統括、所内検査実施体制の調整、検査法の構築 

連絡調整 

試験・研究担当係長 

（衛生化学） 

検査補助業務（検体受付 等） 

管理係長 検査補助業務（物品調達事務 等） 

係員（ウイルス/細菌） 検査実施、検査補助業務（検体受付、物品調達 等） 

係員（衛生化学） 検査実施※ 

係員（庶務） 検査補助業務（物品調達事務 等） 

環境部門 試験・研究担当課長 検査補助業務（検体受付 等） 

試験・研究担当係長 検査補助業務（検体受付 等） 

係員（環境） 検査実施※ 

※流行状況に応じて、衛生化学・環境の職員についても検査体制シフトに組み込む。 

 

  【有事体制への移行】 

・所内微生物部門（ウイルス、細菌）における検査人員の育成・確保 

・所内微生物部門以外の検査人員の育成・確保 

・市役所内他部署に対する検査人員の応援要請 等 

 

２ 関係機関との連携 

感染症危機の発生時の円滑な連携を確保するために、平時から関係機関との連携を構

築することが重要である。このため、保健環境研究所長は、関係機関との連携を構築す

るに当たり、感染症法に基づく福岡県連携協議会等を活用し、本庁や保健所、他の地方

衛生研究所、国立感染症研究所等と意見交換や必要な調整等を通じて、連携を強化する

ものとする。また、感染症危機の発生時の役割分担についてあらかじめ認識を共有する

ものとする。 

 

（１） 福岡県及び北九州市、北九州市保健所との連携及び保健環境研究所間の連携 

感染症危機が発生した際、保健環境研究所は、福岡県及び北九州市（以下、「本庁」

という。）並びに北九州市保健所（以下、「保健所」という。）と連携を図りながら、

情報収集や原因究明等に当たるものとする。 

また、感染症危機は広域で発生し得るものであり、それぞれの保健所設置自治体や

地方衛生研究所のみでは対応が困難な場合もあることから、保健所設置自治体間や

地方衛生研究所間における平時からの連携も重要である。 

   特に、福岡県内の３つの保健環境研究所（本市及び福岡県、福岡市）においては、
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日頃から情報収集、意見交換、共同研究のほか、平時における合同訓練、合同研修

等による人材育成、検査体制に関する情報共有を行い、有事には相互検査協力を実

施する等、一層の連携強化を図る。 

 

【平時から有事に備え調整等が必要な事項の例】 

・ 保健環境研究所で実施可能な検査項目、検査実施件数の把握 

・ 検体搬送の仕組みの整備 

・ 検査試薬等の備蓄 

・ 感染拡大期に病原体のゲノム解析（以下、「ゲノム解析」という。）を実施するた

めに必要な検体確保 

 

 【表２ 県内保健環境研究所等との連携】 

平 時 

人材育成 

合同実践型訓練の実施 

合同研修の実施 

合同研究発表会の実施 

共同研究 

情報共有 

実施可能な検査項目、検査実施件数の共有 

各研究所での検査機器整備状況の共有 

検査試薬等の備蓄状況の共有 

有 事 

検査協力 
相互検査依頼及び検体受け入れ 

検査試薬等備蓄品情報の共有 

情報共有 

ゲノム解析結果の共有 

・県全体としての変異株発生動向把握 

・広域に渡るクラスター解析 等 

情報発信 ゲノム解析結果の発信 

 

 

（２） 国立感染症研究所等の国立試験研究機関等との連携 

保健環境研究所は、国立感染症研究所、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療

科学院等（以下、「国立感染症研究所等」という。）の国立試験研究機関等（以下、単

に「国立試験研究機関等」という。）による科学的知見の収集、整理、分析や病原体

の収集、検査方法や試薬の開発の業務について自らが有する情報を積極的に提供す

るなどして協力するとともに、国立試験研究機関等が実施する検査担当者向けの研

修を活用した人材育成の実施や外部精度管理を活用して自らの業務の質の向上に努

めるなど、国立試験研究機関等との共同研究に参加（データ収集・検体提供）するこ

とで、国内の感染症サーベイランス機能の強化に寄与し、保健環境研究所の業務の質

の向上に努める。 
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【平時から有事に備え調整等が必要な事項】 

・ サーベイランス（患者報告及び病原体サーベイランス等）の適切な実施とリス

ク評価 

・ 国立試験研究機関等が実施する研修への参加計画や外部精度管理 

・ 研修受講修了者の適切な配置計画 等 

・ ゲノム解析実施時の連携体制 等（福岡県、福岡市との情報共有） 

 

【表３ 職員を派遣する外部研修（例）】 

実施機関 研修名 

 

国立感染症研究所 

 

薬剤耐性菌の検査に関する研修 

検査能力向上講習会 

希少感染症技術診断研修会 

 

  【表４ 共同研究（例）】     

実施機関 研修名 

感染研薬剤耐性研究センター CRE感染症の臨床学的疫学的解析 

感染研ウイルス第三部 国内流行ムンプスウイルスの分子疫学

に関する研究 

 

この他、北九州市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、獣医師会、看護協会、栄養士

会等の専門職能団体等といった地域保健に係る知見を有する人材が所属する機関との

連携を図ることが必要であるが、保健環境研究所についても連携を図るよう努めるも

のとする。 

 

３ 人材の確保・育成 

（１） 人員の確保 

ア 平時からの保健環境研究所職員の計画的な人員配置 

感染症法に基づく予防計画で定める数値目標に基づき、有事の際に速やかに必要

な検査体制に移行できるよう、本庁と連携して平時から人員配置を計画的に行うこ

ととする。 

なお、職員の配置については、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員を

サポートする事務職員、情報収集・解析を行う担当職員等を含め検討する。また、

適切な人員の配置に当たっては、職員の人材育成も踏まえつつ、本庁に必要な人員

や必要となる理由、背景についてあらかじめ情報提供を行い、調整に努める。 

 

イ 有事の際、保健環境研究所職員の増員が困難な場合の対応 

有事において、保健環境研究所職員だけでは対応できない場合、本庁や保健所も

同様にひっ迫することが想定されるため、平時から本庁や保健所からの応援派遣に

ついて十分準備しておく。 
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（２） 人材の育成 

ア 平時からの保健環境研究所職員の計画的な人材育成 

計画的な人員配置に加え、計画的に保健環境研究所職員の人材育成を行う。人材

育成については、試験検査、調査研究等の核となる技術職員の育成の他、本庁や保

健所等の関係機関との調整対応が可能な事務職等の職員も平時から育成する。 

 

イ 実践型訓練の実施 

新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、今後も同様のパンデミックが起こり

得ることを想定し、平時から円滑に有事体制に移行し検査が実施できるよう実践型

訓練を定期的に実施する。 

実践型訓練については、本部機能の立ち上げから検査終了までの一連の流れを通

し、本庁や保健所、関係機関と連携しながら複数の感染想定のもとに実施すること

が必要であり、その際、検体の採り方や搬送体制、各担当連絡窓口等を確認してお

く。 

    

ウ 国立試験研究機関等の研修への参加 

国立試験研究機関等では、感染症の検査診断技術及び知識の習得等を目的とした

様々な研修を実施している。保健環境研究所は、これらの研修に、計画的に職員を

参加させることとする。 

なお、保健環境研究所職員が、研修受講後に、内容を所内で横展開できるよう、 

必要に応じて本庁や保健所等とも調整しながら、伝達研修会の開催や所内における

職員配置の工夫を実施する。 

 

【職員を派遣する外部研修（例）】 

実施機関 研修名 

国立感染症研究所 

感染症危機管理研修会 

薬剤耐性菌の検査に関する研修 

希少感染症診断技術研修会 

国立保健医療科学院 

ウイルス研修（細菌研修と隔年実施） 

細菌研修（ウイルス研修と隔年実施） 

新興再興感染症技術研修 

 

 

 ４ 検査実施体制の確保等 

有事の際、速やかに必要な検査体制に移行できるよう、以下の項目について平時から

整備し、確保するよう努める。 

 

（１） 検査実施体制 

感染症法に基づく予防計画で定める数値目標を踏まえ、これに係る必要な人員を
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計算し、所内及び所外からの応援体制も含め必要な検査人員体制の確保に関する計

画を立てる。 

流行初期においては、迅速に検査体制を立ち上げ、感染拡大期においては、ゲノム

解析を実施することが求められる。また、感染拡大期にゲノム解析を実施するために

必要な検体確保については、あらかじめ本庁や保健所等に必要検体数等を伝えるな

ど調整し、必要な検体数の確保に努める。 

 

【予防計画で定める数値目標（検査件数）】 

検査の実施能力（流行初期・流行初期以降：１８０件／日） 

 

（２） 検査マニュアル等の整備 

感染症の病原体について、保健環境研究所の施設・設備で対応可能な分析の標準手

法についてマニュアルを整備する。また、検体採取を行うに当たり採取者の現場での

安全性の確保、検体の種類ごとの採取量・保管方法等に関する事項を記載した検体採

取マニュアルを事前に準備する。検体採取及び検査を実施した場合の報告について

も、必要事項が遺漏・遅延なく報告されるようあらかじめ報告様式についても検討

し、定めるよう努める。 

 

（３） 検査機器等の整備 

平時から有事に備え、感染症法に基づく予防計画の数値目標と整合する形で検査

機器を整備する。検査機器の整備に当たっては、周辺の機器も含めリストアップし、

平時からのメンテナンスと老朽化した機器の更新等の対応を計画的に行う。 

 

【予防計画で定める数値目標（検査機器数）】 

検査機器の数（流行初期・流行初期以降：２台（リアルタイムＰＣＲ）） 

 

（４） 検査試薬等の備蓄 

感染症法に基づく予防計画で定める数値目標を踏まえ、平時から必要な物品（試

薬、消毒薬等衛生用品、PPE、消耗品など）をリスト化し、本庁と調整の上、備蓄を

行うこととする。備蓄した物品の入手先について、国内、海外を含めルートを確保す

るよう努める。また、備蓄物品に期限があることから定期的なメンテナンスと実践型

訓練で運用するなどローリングストックを計画的に実施するよう努める。 

 

（５） 検体搬送の仕組み等の整備 

平時から有事の検体搬送の仕組み及び検体情報の管理について、本庁や保健所と

調整の上、整備しておくこととする。 

検体搬送について、特に発生初期は民間搬送会社では困難である可能性を踏まえ、

本庁や保健所と密に連携し、本庁や保健所が行う調整に積極的に関与・協力するよう

努める。 
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５ 情報の収集と提供 

国内での感染症発生前には予防や流行に関する情報、国内での感染症発生後には発 生

情報・分析情報・安全性情報等に関する最新の情報を収集・整理し、本庁や保健所等へ

提供、市民や報道関係者に公表することが求められる。 

このため、平時から国立感染症研究所や本庁、保健所等の関係機関と協力し、情報 ネ

ットワークの体制を構築する必要があり、情報発信について、本庁と役割分担を確認し

ておくこととする。 

 

（１） サーベイランス 

平時から感染症発生動向調査事業に基づいたサーベイランスを実施し、有事の際

にも適切に対応できるように人員体制等について計画的に準備し、必要な人員につ

いてあらかじめ本庁に情報提供を行うなど、本庁と調整することが必要である。ま

た、保健環境研究所が実施したゲノム解析の結果に関してサーベイランスにより得

られる発症日等の疫学データと連動させるなど、変異株の発生動向に関する疫学分

析に努め、本庁や保健所等への必要な報告や情報提供を行うこととする。 

 

（２） リスクコミュニケーション 

平時から市民、報道関係者が感染症に関する正しい認識を持つよう情報提供する

とともに、感染症発生時における広報体制について、事前に本庁と役割を整理する。 

なお、情報発信に当たっては、インターネット等を用いたタイムリーな情報提供に

努めるとともに、市民が理解しやすいようなリスクコミュニケーションに努める。 

 

  【情報発信の例】 

  ・インターネット（保環研だより、市政だより） 

  ・北九州市公式ＳＮＳ（好きっちゃ北九州） 

 

 ６ 調査研究の推進 

調査研究は、感染症において、原因検査、予防法、効率的な検査手技の開発等につな

がることが期待されており、研究活動を通じた新たな知見の収集や、研究結果の公表に

よりエビデンスを蓄積・共有することが重要である。このため、平時から研究体制を整

え、推進することが求められる。地方衛生研究所等のネットワークや国立感染症研究所

等のネットワークを活用し、病原体の研究や疫学研究を行うことが重要である。 

 

（１） 地方衛生研究所等のネットワークを活用した調査研究 

国立感染症研究所等や地域の大学、研究機関等のネットワークを活用し、感染症対

策に関する調査研究に平時から取り組むこととする。 

 

（２） 疫学研究 

平時から収集されたデータを科学的に分析・吟味することが求められる。疫学情報

は感染状況を正しく認識するうえで重要であり、政策に影響を与えることからタイ
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ムリーに結果を示すことや、結果を解釈し政策決定者へ助言することが求められる。 

 

  【調査研究の例】 

・ 北九州市内における CRE発生状況の把握 

・ 北九州市内で検出されたノロウイルスの遺伝子型の調査 

・ 北九州市内で発生した新型コロナウイルス感染症に係る積極的疫学調査結果の

解析 
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第３ 発生段階に応じた取組、体制 

感染症の対応に当たっては、発生段階に応じた適切な体制整備や対応が必要である。 

保健環境研究所では、感染症法に基づく予防計画で定める数値目標に応じた取組を計画

的に行うことが求められる。 

 

１ 発生段階における保健環境研究所の役割 

海外や国内で新たな感染症等が発生した場合については、情報の把握に努め、有事体

制の切替えに備える。 

感染症法に基づく予防計画の考え方を踏まえ、流行初期（感染症法に基づく厚生労働

大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後１ヶ月間）については、

国立感染症研究所との連携等により、迅速に検査体制を構築（発生の公表後１ヶ月以内

に少なくとも新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大検査能力、検査能力に見合

った検査設備（PCR 等）を整備（※１））するとともに、この間の検査と情報収集は、原

則、保健環境研究所で対応する。 

流行初期以降については、流行初期で立ち上げた検査体制を維持しつつ、地域の変異

株の状況の分析及び本庁や保健所等への情報提供などを通じサーベイランス機能を強化

する。 

感染者数が減少し、落ち着いた時期においては、情報収集の継続により、感染の再拡

大、変異株の出現、若しくは新たな感染症の発生の早期探知に努める。また、次の感染

流行に備えるため、これまでの対策の評価を行うとともに、試薬、消耗品の調達等の準

備を行う。 

※１） 数値目標における検査の種類は、核酸検出検査（PCR 検査等）（※２）とする。実際の感染

拡大時には、抗原検査の活用も想定されるが、新型コロナ対応の経験なども踏まえると、抗原検

査の実用化には一定の時間が必要となると考えられることから、数値目標における検査の対象と

しては想定しない。  

※２）新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、薬事承認された試薬を用いる方法のほか、

国立感染症研究所が示す方法（それに準じたものとして国が示す方法を含む。）で実施することと

する。 

 

２ 発生段階に対する評価と体制 

発生段階に応じた保健環境研究所の取組、体制として以下の事項について段階に応じ

た取組を整理し、状況に応じて迅速に対応することが求められる。 

 

（１） 海外や国内で新たな感染症等が発生した場合 

情報の把握に努め、迅速に検査体制を構築するために必要な準備を進める。 

 

ア 本部（本庁や保健環境研究所）機能に関する事項 

本庁が設置する専門家会議や対策本部等と連携するとともに、保健環境研究所に

おいても所内に対策本部や対策本部会議等を設置し、有事体制への切替えに備える。 

なお、平時から本庁が設置する専門家会議や対策本部等に関する概要（目的・構
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成員等）や開催基準、保健環境研究所の役割、保健環境研究所が設置する対策本部

や対策本部会議（所内会議）等に関する概要（目的・構成員等）や開催基準等につ

いて整理しておく。 

 

イ 関係機関との連携・協議に関する事項 

関係機関と以下の点を中心に確認や連絡等を行う。 

 検体搬送から検査結果判定、結果の報告まで、関係機関との連絡方法等の再確

認の実施 

 医師会等の関係機関との連絡、情報共有の実施 

 要観察者、疑似症患者等が発生した場合に備え、国立感染症研究所や本庁、保

健所等の関係機関との連絡体制の確認 等 

 

ウ 感染症対応に関する事項 

（ア） 検査に関する事項 

平時から準備した計画等を改めて確認し、有事への切替えに対応できるよう検

査体制の準備を行う。 

 

ａ 検査体制等 

（ａ）所内体制 

物資担当（必要物品の管理・調達）や検査担当（検査の実施）、情報分析・提

供担当（検査結果・疫学情報の分析・提供の実施）、検体搬送担当（本庁と調整

の上、保健所等が検体搬送の実施（発生初期のみを想定））など予防計画で定め

る数値目標等を踏まえながら分担を考案し、検査体制を準備する。 

（ｂ）検査試薬等 

プライマー等の検査試料の情報に注視しつつ、試薬や試料、消耗品等につい

て備蓄状況を確認し、必要な数量の確保を行う。 

併せてその状況を保健環境研究所職員及び必要に応じ本庁にも通知して共

有する。 

（ｃ）検査実施 

医療機関から患者、要観察者及び疑似症患者等の届出・相談がくる場合に備

え、手順等を再確認する。検体の搬送ルートを本庁や保健所と再確認する。  

（ｄ）検査結果の報告 

検査結果の報告ルートを再確認する。 

 

ｂ 情報提供 

（ａ）ホームページへの掲載 

感染症の流行状況（地域別、年齢別等）、ウイルス等の病原体の型別検出情報

等の市民への情報提供の方法を本庁と再確認する。  

（ｂ）関係機関への情報提供 

情報の把握に努め、本庁や保健所、医療関係者等に最新情報（特にウイルス
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等の病原体の型別検出情報等）の提供をタイムリーに行う。 

（ｃ）サーベイランスに関する事項 

病原体定点等からの平時の検査を継続し、検査結果を速やかに依頼のあった

本庁や保健所へ報告する。有事におけるサーベイランスの流れを再確認する。 

 

エ 業務継続に関する事項 

業務継続計画を再確認する。 

 

（２） 流行初期（発生の公表から１ヶ月間） 

国立感染症研究所との連携等により、迅速に検査体制を構築するとともに、この間

の検査と情報収集は、原則、保健環境研究所で対応する。 

 

ア 本部（本庁や保健環境研究所）機能に関する事項 

本庁の専門家会議や対策本部会議等へ参加、保健環境研究所の対策本部会議（所

内会議）等を開催。有事体制への切替えを行う。 

 

イ 関係機関との連携・協議に関する事項 

本庁の専門家会議や対策本部会議等への参加などを通じ連絡を密にする。 

国立感染症研究所、医師会等の関係機関との連絡、情報共有を行う。 

管内で患者、要観察者及び疑似症患者等が発生した場合には、特に発生地域を管

轄する本庁や保健所、関係機関との連絡を密に行えるよう、保健所等との連携を図

る。 

 

ウ 感染症対応に関する事項 

（ア）検査に関する事項 

感染症法に基づく予防計画で定める数値目標を達成できるよう、検査体制を構

築し、検査を実施する。 

 

ａ 検査体制等 

迅速に検査体制を構築することとともに、国立感染症研究所との連携等に

より検査を実施する。 

なお、国立感染症研究所のマニュアルにない機器を設置している場合は、

地方衛生研究所全国協議会のネットワークを活用し、試薬の最適化の情報を

入手し、調整を行った上で検査を実施する。 

（ａ）所内体制 

物資担当、検査担当、情報分析・提供担当、検体搬送担当等のあらかじ

め決めた検査体制で対応する。 

（ｂ）検査試薬等 

国立感染症研究所で作成されるプライマー、プローブ、陽性コントロー

ル等を受入れる。 
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検査試薬、PPE 等検査に必要な物品、試料について、必要数及び在庫数

を管理し、不足がないよう適切に対応する。 

（ｃ）検査実施 

平時の検査は継続する。 

検査結果を速やかに依頼のあった本庁及び保健所へ報告する。 

（ｄ）検査結果の報告 

検査結果の連絡体制の確認と確実な実行が求められ、結果判明後、情報

提供担当（担当係長）が速やかに依頼された本庁及び保健所へ連絡する。 

 

（イ）情報提供 

ａ ホームページへの更新 

あらかじめ情報公表の方法に従って、情報を随時更新する。最新の情報（国

内及び管内発生状況、変異型別検出情報等）に随時更新する。  

ｂ 関係機関への情報提供 

情報の把握に努め、本庁や保健所、医療関係者等に最新情報（特にウイル

ス等の病原体の型別検出情報等）の提供をタイムリーに行う。 

ｃ サーベイランスに関する事項 

平時の検査は継続する。 

検査結果を速やかに依頼のあった本庁や保健所へ報告する。 

 

エ 業務継続に関する事項 

業務継続計画に沿った取組を開始する。 

 

（３） 流行初期以降 

流行初期で立ち上げた検査体制を維持しつつ、市内の変異株の状況の分析及び本

庁や保健所等への情報提供等を通じサーベイランス機能を強化する。 

 

ア 本部（本庁や保健環境研究所）機能に関する事項 

本庁の専門家会議や対策本部会議等への参加、保健環境研究所の対策本部会議

（所内会議）等を開催する。 

 

イ 関係機関との連携・協議に関する事項 

本庁の専門家会議や対策本部会議等への参加などにより連絡を密にする。 

 

ウ 感染症対応に関する事項 

（ア） 検査に関する事項 

発症者のみならず感染者の濃厚接触者調査のための検査需要が増加し、行政検

査だけでは検査需要を満たすことができなくなることが予測されるため、流行初

期から本庁や保健所と調整の上、民間検査機関等への委託を進めながら、一定規

模の検査を保健環境研究所で継続する。 
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ａ 検査体制等 

（ａ）所内体制 

物資担当、検査担当、情報分析・提供担当の体制を継続する。ゲノム解  

析体制を強化する。 

（ｂ）検査試薬等 

試薬、消耗品等が枯渇しないよう物資担当を中心に、必要数及び在庫数を 

管理し、調達先と連絡を密にする。 

（ｃ）検査実施 

集団発生の状況を把握するために集団発生事例の体制も本庁や保健所と

協議し、必要な場合に検査を実施する。 

ゲノム解析も PCR検査に対応しながら実施をする。 

変異株スクリーニングについては、有用性や検査方法を具体的に勘案し、 

検討の上、必要な場合に実施する。 

  

（イ） 情報提供  

ａ ホームページ等の更新 

情報を随時更新する。検査体制がひっ迫した場合、情報の公開方法を本庁と

協議する。 

最新の情報（国内及び管内発生状況、変異型別検出情報等）に随時更新する。 

ｂ 関係機関への情報提供 

情報の把握に努め、本庁や保健所、医療関係者等に最新の情報の提供をタイ

ムリーに行う。 

実施するサーベイランス、検査体制の変更等があった場合には、速やかに関

係者へ連絡する。 

ｃ サーベイランスに関する事項 

病原体定点等からの平時の検査は継続する。 

サーベイランスシステムを用いて、検査結果を速やかに依頼のあった本庁や

保健所へ報告する。 

ゲノムサーベイランス体制を強化する。 

 

エ 業務継続に関する事項 

縮小及び中止・休止する業務等について関係者等へ周知する。 

定例的な打合せ会議・研修は必要最低限に留める。 

本庁や保健所担当者と電話・メール等で、相互に業務の確認をする。 

業務の負荷が増えることから、デジタル化も含めた効率的な情報交換を検討す

る。 

 

（４） 感染が収まった時期 

情報収集の継続により、感染の再拡大、変異株の出現、若しくは新たな感染症の発

生の早期探知に努める。次の感染流行に備えるため、これまでの対策の評価を行うと
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ともに、必要な計画の見直し等を行い、準備を進める。 

 

ア 本部（本庁や保健環境研究所）機能に関する事項 

本庁の専門家会議に参加、保健環境研究所の対策本部会議（所内会議）を開催す

る（必要に応じ開催）。 

 

イ 関係機関との連携・協議に関する事項 

対策本部会議等を活用して連絡を密にする。 医師会等の関係機関との連絡、情

報共有を行う。 

 

ウ 感染症対応に関する事項 

 ａ 検査に関する事項 

 （ａ）検査体制等 

①所内体制 

感染状況を見ながら、流行初期以降の体制を解除し、平時の検査体制に戻す。 

②検査試薬等 

使用した試薬や消耗品の数量、備蓄量を計算し、消費分の補充を行う。 

③検査実施 

国の施策、通知、指示に伴い、国の方針の下に決定された検査方法や対象者

への検査を継続する。 

ゲノムサーベイランス（薬剤耐性、変異株の検出）に移行する。 

今までの検査結果、ウイルス等の病原体分離状況等をまとめる。 

ウイルス等の病原体の特徴や病原性、変異性、薬剤耐性等の情報を提供する。 

④検査結果の報告 

適宜、精度管理を実施する。 

ｂ 情報提供 

（ａ）ホームページ等の更新 

ホームページ等の情報について時期等を踏まえ更新する。 

（ｂ）関係機関への情報提供 

実施しているサーベイランス及び検査体制の変更等を関係者へ連絡する。 

（ｃ）サーベイランスに関する事項 

病原体定点等からの平時の検査は継続する。 

 

エ 業務継続に関する事項 

平時における業務を再開するとともに、人員体制を平時に戻す。 
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第４ 感染防御策、業務継続計画の作成 

１ 感染防御策に関する事項  

保健環境研究所職員が感染症に罹患する事態を想定し、発生した際の体制の構築を検

討する必要がある。 

 

（１） 感染症及びその予防策に関する周知・徹底 

職員が感染しないよう十分な予防をすることが重要であり、保健環境研究所にお

いて以下の具体的な準備、対応を行うことが求められる。 

ア 感染症の基礎情報、最新情報 

市民に対して疫学情報及び検査情報を迅速かつ適切に提供する。特に緊急性の高

いものは随時優先的に提供する。担当職員は、ホームページのアップロード等につ

いて、事前に担当の職員間の業務連携を図る。 

イ 手指衛生、マスク着用、外出の自粛、所内の清掃や消毒等の感染予防策 

感染対策レベルを上げることや、基本的な感染対策である手指衛生やマスク着用

励行、所内の清掃、アルコール消毒、咳エチケットの勧め等の感染予防対策につい

て、普段からホームページに随時掲載する。これらの情報は、職員にも周知するこ

とにより、予防の普及啓発に努める。 

ウ 職員の健康状態の確認 

各担当の職員及び家族等、個人個人に自身の健康状況の把握が求められる。 

また、状況によって公共交通機関を利用する職員の通勤手段の変更や時差通勤、

勤務時間の変更等も検討する。 

エ ワクチンの接種に関する情報 

ワクチン接種の選択は、個人の意思が尊重されることを理解した上で、ワクチン

接種が感染予防の大きな手段であることから、職員へ情報提供を行う。また、ワク

チン接種の時間確保やワクチン接種による副反応による休暇等、接種者に対する配

慮を心掛ける。 

 

２ 業務継続計画の作成 

保健環境研究所全体の平時の業務について、以下に沿って、優先的に取り組むべき業

務等を整理し、継続のために必要な体制をあらかじめ想定した上で事業継続計画（BCP）

を作成する。 

 

（１） 保健環境研究所が受ける影響の想定 

どの程度の被害を想定して作成されたものなのか客観的事項を明らかにし、所内

で認識を一致させることが重要である。病原性や感染力等を事前に予測することは

困難であるが、被害の状況や事態の進行に応じて柔軟に対応できる体制とする。 

ア 職員への影響やその他要因の予想 

濃厚接触者に該当することによる欠勤や家族のケア等により人員が不足する可

能性があることを事前に想定しておく。 

イ 感染症業務に従事する職員等の想定 
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業務内容の整理、業務量、業務人数を推定し、感染症業務に従事する人員を決定

する。 

ウ 感染症以外業務の想定 

感染症以外の業務が受ける制限について想定し、優先して縮小するべき業務を検

討しておく。 

なお、業務の優先順位、過重労働・メンタルヘルス対応についても考慮する。 

 

（２） 保健環境研究所の平時の業務を円滑に実施するための方策の検討 

ア 平時の業務の優先度区分 

平時の業務についても「継続業務」、「縮小業務」及び「休止・中断業務」を関係

機関と調整して決定する。 

イ 業務量の推計 

平時における各業務名、業務内容と業務量をまとめおく。 

ウ 職員の欠勤に係る対処方策の検討 

長期の対応では対応職員が感染することによる欠勤も起こり得るため、応援職員

による補充等を行い、継続的に業務ができるよう事前に計画を立てる。 

 

３ 業務継続計画の周知・徹底 

（１） 業務継続計画の周知・徹底 

作成した業務継続計画（BCP)について、所内で十分に周知し、有事の際に徹底する。

関係機関にも周知する。 

 

（２） 関係機関との連絡調整 

各担当が行っている業務、特に「縮小業務」及び「中断・休止業務」に分類された

業務について連絡窓口を１本化して関係機関との連絡調整を行い、周知する。 

 

 

第５ 感染症危機発生後の対応 

１ 事後評価に関する事項 

感染症危機対応後については、一連の対応を振り返り、課題の抽出、改善が必要な事

項等を整理し、健康危機対処計画の見直しを行う。また、危機が発生していない場合で

も定期的に実践型訓練等を実施し、必要に応じて見直しを行う。 

 

以 上 


